
4
月
1
日
か
ら
は
新
し
い
国
民
健
康

保
険
証
を
使
い
ま
し
ょ
う

　

平
成　

年
度
の
新
し
い
保
険
証
は
3

15

月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。
4
月
1
日
か

ら
病
院
に
行
く
と
き
は
、
必
ず
新
し
い

保
険
証
の
持
参
を　

お
尋
ね
＝
市
役
所

戸
籍
年
金
課

国
民
健
康
保
険
税
の
納
め
忘
れ
は
あ

り
ま
せ
ん
か

　

本
年
度
の
納
付
月
は
3
月
が
最
後
で

す
。
本
年
度
分
の
保
険
税
は
年
度
内
に

納
付
を　

お
尋
ね
＝
国
民
健
康
保
険
課

3
月
は
国
民
健
康
保
険
税
第

期
分

10

の
納
付
月

納
付
に
は
便
利
な
納
税
組
合
か
口
座

振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い　

お
尋
ね
＝

市
役
所
納
税
課

電
話
加
入
権
を
公
売
し
ま
す

　

と
き
＝
3
月　

日　

時　

と
こ
ろ
＝

20

10

市
役
所
納
税
課　

お
尋
ね
＝
同
課

軽
自
動
車
税
は
4
月
1
日
現
在
の
登

録
者
に
課
税

　

持
ち
主
の
変
更
、
廃
車
、
盗
難
に

遭
っ
た
な
ど
の
場
合
は
、
3
月　

日
ま

31

で
に
手
続
き
を　

手
続
き
、
お
尋
ね
＝

百
二
十
五
�
以
下
の
バ
イ
ク
と
小
型
特

殊
車
�
市
役
所
資
産
税
課
、
二
輪
の
小

型
自
動
車
�
佐
世
保
自
動
車
検
査
登
録

事
務
所
（
�
�
8
0
4
8
）、
軽
二
・

三
・
四
輪
�
軽
自
動
車
協
会
（
�
�
1

3
8
5
）

固
定
資
産
の
縦
覧
帳
簿
を

ご
覧
く
だ
さ
い

　

縦
覧
期
間
＝
4
月
1
日
〜
6
月
2
日

（
土
・
日
曜
、
祝
日
を
除
く
）　

場
所
＝

市
役
所
資
産
税
課
、
各
支
所　

縦
覧
で

き
る
人
＝
納
税
者
と
そ
の
同
居
家
族
、

納
税
管
理
人
、
代
理
人
（
委
任
状
が
必

要
）　

内
容
＝
平
成　

年
度
の
固
定
資

15

産
税
（
土
地
、
家
屋
が
対
象
）
の
基
礎

に
な
る
評
価
額
な
ど
（
縦
覧
に
は
印
鑑

が
必
要
。
自
己
所
有
以
外
の
物
件
も
縦

覧
で
き
ま
す
）　

※
固
定
資
産
納
税
者

で
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ
た
価
格
に
不

服
が
あ
る
場
合
は
、
4
月
1
日
か
ら
固

定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
へ
文
書
に
よ

る
申
し
出
が
で
き
ま
す
。
申
し
出
が
で

き
る
期
限
は
、
納
税
通
知
書
到
着
後　
60

日　

お
尋
ね
＝
資
産
税
課

借
地
・
借
家
人
も
固
定
資
産
課
税
台

帳
を
閲
覧
で
き
ま
す

4
月
1
日
か
ら
、
借
地
・
借
家
人
も

対
象
物
件
の
評
価
額
な
ど
を
閲
覧
で
き

ま
す
。
賃
貸
借
契
約
書
、
印
鑑
を
持
参

し
て
く
だ
さ
い　

お
尋
ね
＝
資
産
税
課

資
産
台
帳
を
廃
止
し
ま
す

市
個
人
情
報
保
護
条
例
に
よ
り
、
4

月
1
日
か
ら
資
産
台
帳
の
閲
覧
は
で
き

ま
せ
ん　

お
尋
ね
＝
資
産
税
課

土
地
の
路
線
価
格
と
標
準
宅
地
の
価

格
を
公
開
し
ま
す

4
月
1
日
か
ら
資
産
税
課
で　

お
尋

ね
＝
同
課

人
権
を
考
え
る
市
民
の
集
い

と
き
＝
3
月　

日　

時　

分
〜　

時

26

13

30

15

　

分　

と
こ
ろ
＝
光
月
町
・
コ
ミ
ュ
ニ

45テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー　

内
容
＝
女
優
・
石

井
め
ぐ
み
さ
ん
（
写
真
左
）
の
人
権
問

題
講
演
会
「
や
さ
し
い
街　

や
さ
し
い

人
」、
ソ
プ
ラ
ノ
歌
手
・
久
野
恵
理
さ
ん

の
ハ
ー
ト
フ
ル
コ
ン
サ
ー
ト　

入
場
料

＝
無
料　

お
尋
ね
＝
市
教
育
委
員
会
社

会
教
育
課

中
小
企
業
の
人
材
育
成
に
補
助
金

　

市
内
の
中
小
企
業
が
中
小
企
業
大
学

校
で
研
修
を
受
け
た
り
、
事
業
協
同
組

合
な
ど
で
研
修
会
を
実
施
し
た
り
す
る

と
き
に
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す　

お
尋
ね
＝
市
役
所
商
工
労
働
課

市
内
中
小
企
業
の
技
術
開
発
や
販
路

開
拓
に
補
助
金

◇
市
中
小
企
業
創
造
的
技
術
開
発
支
援

　

事
業

　

中
小
企
業
が
新
技
術
や
製
品
開
発
に

取
り
組
む
際
、
対
象
経
費
の
二
分
の
一

以
内
（
上
限
五
百
万
円
）
を
補
助

◇
市
中
小
企
業
販
路
開
拓
支
援
事
業

　

中
小
企
業
が
、
国
や
県
な
ど
の
公
的

助
成
を
受
け
て
開
発
し
た
新
製
品
の
販

路
を
開
拓
す
る
際
、
対
象
経
費
の
二
分

の
一
以
内
（
上
限
二
百
万
円
）
を
補
助

受
付
期
間
＝
3
月　

〜　

日　

受
け
付

14

31

け
、
お
尋
ね
＝
商
工
労
働
課

緑
の
募
金
に
ご
協
力
を

　

生
活
環
境
の
緑
化
や
森
林
保
護
育
成

を
目
的
に
、
3
〜
5
月
に
町
内
会
な
ど

を
通
じ
て
各
家
庭
な
ど
に
募
金
を
呼
び

掛
け
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
街
頭
募
金

を
実
施
し
ま
す　
【
街
頭
募
金
】と
き
＝

3
月　

日　

時　

と
こ
ろ
＝
島
瀬
公
園

23

13

前
ア
ー
ケ
ー
ド　

※
当
日
募
金
し
て
い

た
だ
い
た
方
に
花
木
や
花
の
苗
を
配
布

し
ま
す　

お
尋
ね
＝
市
役
所
農
林
振
興

課

                                                

                                                

                                                

                                                

祝
日
の
可
燃
ご
み
収
集

　

3
月　

日
（
春
分
の
日
）
は
収
集
し

21

ま
す　

お
尋
ね
＝
市
ク
リ
ー
ン
推
進
課

（
�
�
2
4
2
8
）

町
内
会
、
子
ど
も
会
な
ど
の
資
源
集

団
回
収
報
奨
金
の
申
請

　

平
成　

年
度
後
期
分（　

〜
3
月
分
）

14

10

の
申
請
を
。
期
日
を
過
ぎ
る
と
報
奨
金

を
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す　

受
付
期
限
＝
4
月　

日　

受
け
付
け
、

10

お
尋
ね
＝
稲
荷
町
・
市
ク
リ
ー
ン
推
進

課
、
大
塔
町
・
東
部
ク
リ
ー
ン
セ
ン

タ
ー
（
�
�
1
0
6
6
）

ご
み
を
焼
却
す
る
と
き
は
ご
注
意
を

◇
次
の
場
合
を
除
い
て
廃
棄
物（
ご
み
）

の
焼
却
は
で
き
ま
せ
ん
▼
廃
棄
物
処
理

法
の
基
準
に
従
う
場
合
▼
公
益
上
、
社

会
の
慣
習
上
や
む
を
得
な
い
場
合
▼
周

辺
地
域
の
生
活
環
境
に
与
え
る
影
響
が

軽
微
と
認
め
ら
れ
る
場
合

◇
焼
却
炉
の
大
き
さ
に
か
か
わ
ら
ず
、

焼
却
基
準
に
適
合
し
な
け
れ
ば
廃
棄
物

の
焼
却
は
で
き
ま
せ
ん　

焼
却
基
準
の

内
容
＝
【
焼
却
の
方
法
】
煙
突
の
先
端

以
外
か
ら
燃
焼
ガ
ス
を
出
さ
な
い
▼
煙

突
の
先
端
か
ら
火
炎
や
黒
煙
を
出
さ
な

い
▼
煙
突
か
ら
焼
却
灰
や
未
燃
物
を
飛

散
さ
せ
な
い　
【
焼
却
設
備
の
構
造
】空

気
取
り
入
れ
口
、
煙
突
の
先
端
以
外
に

外
気
と
接
し
な
い
▼
燃
焼
ガ
ス
の
温
度

は
八
百
度
以
上
▼
燃
焼
空
気
の
通
風
が

で
き
る
▼
外
気
に
触
れ
な
い
で
、
定
量

ず
つ
廃
棄
物
を
投
入
で
き
る
▼
助
燃
装

置
、
燃
焼
ガ
ス
の
温
度
測
定
装
置
が
あ

る　

お
尋
ね
＝
市
環
境
保
全
課
（
�
�

1
7
8
7
）　

ア
パ
ー
ト
や
ビ
ル
に
受
水
槽
な
ど
を

設
置
し
て
い
る
人
へ

　

貯
水
槽
水
道
（
水
道
局
が
供
給
す
る

水
を
ア
パ
ー
ト
、
マ
ン
シ
ョ
ン
、
ビ
ル
、

個
人
住
宅
で
受
水
槽
、
高
置
水
槽
な
ど

に
た
め
て
使
用
す
る
も
の
）
で
、
水
槽

の
容
量
が　

立
方
�
以
下
の
小
規
模
貯

10

水
槽
水
道
の
設
置
者
に
、
4
月
1
日
か

ら
次
の
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
す
▼

水
槽
の
定
期
清
掃
（
1
年
以
内
ご
と
に

1
回
）
▼
検
査
機
関
に
よ
る
水
質
検
査

を
受
け
る
（
1
年
以
内
ご
と
に
1
回
）

▼
給
水
栓
（
蛇
口
）
か
ら
出
る
水
に
異

常
が
あ
っ
た
場
合
は
、
検
査
機
関
に
よ

る
検
査
を
受
け
る
▼
水
槽
の
水
が
、
健

康
を
害
す
る
恐
れ
が
あ
る
場
合
は
給
水

を
停
止
し
、
利
用
者
へ
周
知
す
る　

※
水
槽
の
容
量
が　

立
方
�
を
超
え
る

10

簡
易
専
用
水
道
の
設
置
者
は
、
従
来
ど

お
り
水
道
法
に
基
づ
く
管
理
、
検
査
の

受
検
を
お
願
い
し
ま
す　

お
尋
ね
＝
水

道
局
総
務
課
（
�
�
1
1
5
1
）

下
水
道
受
益
者
申
告
書
の
提
出
を

平
成　

年
度
か
ら
受
益
者
負
担
金
を

15

納
め
る
予
定
の
人
に
、
申
告
書
を
4
月

初
旬
に
発
送
し
ま
す
。
地
番
や
土
地
の

面
積
な
ど
を
確
認
し
、
署
名
、
押
印
し

て
提
出
を
。
土
地
の
所
有
者
以
外
に
権

利
者
（
借
地
人
な
ど
）
が
い
る
場
合
は
、

所
有
者
と
権
利
者
が
連
署
を　

※
申
告

書
は
受
益
者
負
担
金
算
出
の
基
に
な
り

ま
す　

受
付
期
間
＝
4
月
1
〜　

日　
25

受
け
付
け
、
お
尋
ね
＝
水
道
局
下
水
道

管
理
課
（
�
�
1
1
5
1
）

水
道
メ
ー
タ
ー
の
検
針
に
ご
協
力
を

　

犬
の
放
し
飼
い
や
メ
ー
タ
ー
上
に
車

や
物
を
置
か
な
い
よ
う
に
し
、
メ
ー

タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
は
所
有
者
で
管
理
を
。

増
改
築
な
ど
の
際
は
メ
ー
タ
ー
が
見
え

に
く
い
位
置
に
な
ら
な
い
よ
う
ご
協
力

を　

※
検
針
で
き
な
い
と
き
は
給
水
を

停
止
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す　

お
尋
ね

＝
水
道
局
営
業
課
（
�
�
1
1
5
1
）

国
民
年
金
保
険
料
は
口
座
振
替
で

　

納
め
忘
れ
の
な
い
便
利
な
口
座
振
替

の
ご
利
用
を
。
4
月
分
か
ら
前
納
を
希

望
す
る
人
は
、
早
め
に
金
融
機
関
で
手

続
き
を　

お
尋
ね
＝
佐
世
保
社
会
保
険

事
務
所
（
�
�
1
1
4
8
）　

　
平
成

年
度
交
通
災
害
共
済
・
火
災

15

共
済
の
加
入
を
受
け
付
け
中

加
入
料
（
年
額
）
＝
交
通
災
害
共
済

�
1
人
五
百
円
、
火
災
共
済
�
1
世
帯

三
百
六
十
五
円　

お
尋
ね
＝
市
役
所
交

通
安
全
対
策
課

国
民
健
康
保
険
の
土
曜
・
日
曜
相
談

　

と
き
＝
3
月　

〜　

日
9
〜　

時　

29

30

16

と
こ
ろ
＝
市
役
所
国
民
健
康
保
険
課　

相
談
内
容
＝
保
険
税
の
納
付
、
国
保
資

格
、
医
療
費
な
ど　

お
尋
ね
＝
同
課

※市役所各課へは代表電話� 1111からお回しします

人権シリーズ
　人権教育のための国連 10年・佐世保市行動計画�企
業・団体などにおける人権教育
　企業などの活動は、基本的人権の尊重を基盤とした
豊かな社会づくりに貢献できる影響力を持っています。
　企業などでは、公正採用選考人権啓発推進員が中心
となって、男女雇用機会均等や同和問題などの人権問
題に取り組んでおり、さらなる人権啓発・研修の充実が
求められています。
■お尋ね　市役所同和対策室

2003.3

おお
知知
らら
せせ

白浜キャンプ場の利用申し
込みを受け付けます
利用期間　
・オートキャンプ場、バーベキュー棟
　� 4 月 10日～ 10月 31日
・常設テント
　� 7 月 1日～ 9月 10日
受け付け
・4月 1日から白浜キャンプ場管理事務
　所（�� 6006）で
※利用料などは、同管理事務所か市役所 
   公園街路課にお尋ねください。また、 
　同課、各支所でパンフレットを配布し 
   ています。


